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　都内でも自転車利用が活発な地域である武蔵野市は、市内で発生した交通事故のうち自転車関与が全体の6割以上
と非常に高い割合を占めています。自転車は子どもから高齢者まで利用できる便利な乗り物ではありますが、れっき
とした車両です。交通ルールに対する理解不足が、取り返しのつかない結果を招いてしまうことを忘れてはなりません。

交通ルールに関するお問い合わせ／武蔵野警察署（TEL：0422-55-0110／代表）

　自転車の飲酒運転は、懲役や
罰金刑といった重い処罰が科せ
られることがあります。さらに、
事故を起こしてしまうと損害賠
償責任を問われ、社会的な制裁
も受けることになります。

飲酒運転は禁止

２

　信号のある交差点を
通行する際は、自転車
も必ず信号を守らなけ
ればなりません。信号
のない交差点を通行す
る際も、一時停止の標
識や標示がある場所で
は停止線で一時停止を
し、安全確認を行って
から通行しましょう。

交差点では信号と
一時停止を守って、安全確認

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守ろう

４

　前方の安全確認だけでなく、
周りの運転者や歩行者に自身の
存在を知らせるためにも夜間は
必ずライトを点灯させ、反射器
材の付いた自転車で通行しなけ
ればなりません。

夜間はライトを点灯３

知って

いますか？ 市内で発生する交通事故の 6割以上が
自転車に関係する事故です！

１

　道路交通法上、自転車は軽車両に当たるため、
車道と歩道の区別があるところでは車道の左側を
通行します。例外的に歩道を通行する場合は車道
寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げないよ
うに注意しなければなりません。

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

車
道
の
左
側
を

通
行
す
る
の
が

原
則
で
す
！

市内の交通事故における自転車関与率の推移 市内の自転車事故の形態の割合（令和 5 年中）

令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年

自
転
車
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都内

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

追い越し
追い抜き中

対歩行者

出会い頭衝突

自転車単独

右折時衝突

左折時衝突

そのほか

31.2％

11.2％

5.6％

6.0％

6.4％

13.6％

26.0％

0 5 10 15 20 25 30 35（％）

環境に優しい移動手段であるとともに、健康づくりや余暇を楽しむ乗り物としても人気の自転車。
平たんで走行しやすい地形の武蔵野市でも、通勤や通学などで自転車を利用する人を多く見かけます。

一方で、自転車が関与する交通事故も多発しています。
安全で快適な自転車生活を送るためにもルールとマナーについて確認しましょう。

大人も子どもも！安全で
快適な自転車ライフを

特集２

　すべての自転車利用者はヘル
メット着用が努力義務となって
います。警視庁管内の自転車事
故で亡くなった方の半数以上は
頭部を損傷しています。

ヘルメットを着用５
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親子乗り自転車（幼児2人同乗用自転車）は、親子で移動する際に
大変便利ですが、使い方を理解していないと危険な目に遭ってしまうことも。
親子で安心して自転車を利用できるよう、ルールとマナーを守りましょう。

交通企画課

中
なか

山
やま

瑞
みず

菜
な

さん

　運転者は16歳以上、同乗する子どもは未就学児でな
ければなりません。なお、幼児用座席が設置されていな
い自転車に乗せたり、小学生以上の子どもを同乗させた
りすることは道路交通法違反となります。

　運転者は、幼児用座席に子どもを乗せたまま離れて
はいけません。自転車が転倒してしまう恐れがあり大
変危険です。子どもが乗車している間は、停車中でも
自転車から目と手を離さないようにしましょう。

知って安心！
親子乗り自転車のルール　道路交通法の改正により、令和５年からすべての自

転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務化され
ました。事故の被害を減らすためにもヘルメットを着
けましょう。

自転車に乗るときは
必ずヘルメットをかぶりましょう

１ �自転車に欠かせないアイテムだからこそ、気に入った
デザインを選ぶことが大切です。

２ �SG�（一般財団法人製品安全協会）などの安全認証マー
クがあると安心です。

�３ �実際に試着し、大き過ぎず小さ過ぎない自分の頭に合
ったサイズを選びましょう。

ヘルメットの選び方

　市では、自転車安全利用講習会を受
講した市内在住の方に対して、ヘルメ
ット購入費用の一部を助成
しています。積極的に活用
しましょう。

ヘルメットの購入費を一部助成します

　ヘルメットの機能を十分に発揮させるためにも正しく
着けましょう。

ヘルメットの着け方のポイント

１ �かぶるときは浅過ぎず、深過ぎ
ず。しっかりと頭に密着させな
がらも視界が妨げられない角度
で装着しましょう。

２ �ヘルメットの先端部分が眉毛の
すぐ上にくるように合わせてか
ら、傾きがないよう左右均等に
合わせます。

�３ �あご紐
ひも

が緩いと、いざという
ときに脱げる危険性があります。
あごとあご紐の間に指が1～2
本入るのを目安としましょう。

�４ �あご紐は、ヘルメット横のV字
部分が耳元にすっきり収まり、
ねじれていないかチェックして
ください。

　自転車に乗せられる子どもの数は2人までです。前
後の幼児用座席に子どもをそれぞれ1人乗せるか、自
転車の前後どちらかに設けた幼児用座席に1人乗せ、
もう1人は子守バンドなどで背負うことができます。

親子自転車の子どもの乗車は
年齢制限があります１

ルール

自転車に乗せる子どもは２人まで2
ルール

降ろすときは前席が先。子どもを降ろした後にヘルメットを外す

２人の子どもを乗せる場合は、後席から先に乗せる

ヘルメットは自転車に乗せる前に装着

　子どもを２人乗せる際は、バランスを崩しにく
い後席から乗せます。降ろすときは前席から先に
降ろします。子どもを同乗させた状態での運転は
バランスを崩しやすいため、十分に気を付けまし
ょう。

安全な順番で
乗せ降ろしを行いましょう５

ルール

子どもを乗車させたまま、
その場を離れるのは危険です４

ルール

　子どもを幼児用座席以外で同乗させる場合は、子守バ
ンドなどを使ったおんぶは認められていますが、前抱っ
こは交通違反に。前方が見えにくく、ハンドル操作にも
支障を来すので大変危険です。絶対にやめましょう。

前抱っこでの走行はNG3
ルール

事
前
に

練
習
し
て
か
ら

乗
せ
ま
し
ょ
う

運転者は 16 歳以上 同乗できるのは
未就学児のみ

１

２

３

子
ど
も
の

安
全
の
た
め
に
も

ル
ー
ル
を
守
り

ま
し
ょ
う
！

お
ん
ぶ
は
Ｏ
Ｋ
！

年長児
（身体の大きい子）

年少児
（身体の小さい子）

乗せるときは
後席から

降ろすときは前席から
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自
転
車
は
健
康
に
も
環
境
に
も
良

く
便
利
な
乗
り
物
で
す
が
、
交
通
違

反
や
不
注
意
に
よ
り
重
大
な
事
故
を

引
き
起
こ
す
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。

　

ご
自
身
や
大
切
な
方
の
命
を
守
る

た
め
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
、
す

べ
て
の
方
の
命
を
守
る
た
め
に
交
通

ル
ー
ル
を
知
っ
て
、
守
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

交通企画課

中山瑞菜さん

“
支
え
る
”
ス
ポ
ー
ツ
参
加
で

ア
ス
リ
ー
ト
と
地
域
を
盛
り
上
げ
る

市内で活躍する
さまざまな団体をご紹介します

武蔵野市スポーツボランティア
「HANDS」

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機
に、武蔵野市がスポーツボランティア組織として設立。現在は武
蔵野文化生涯学習事業団が運営を引き継ぎ、市内で開催されるス
ポーツイベント「Sports�for�All」をはじめ、パラ
スポーツの各種競技大会など、幅広くサポートを
行う。ボランティアメンバーの登録は、市内在
住・在勤・在学の高校生以上（市外の方は応相談）。

武蔵野市スポーツボランティア 「HANDS」

「HANDS」の轟菜穂子さん
（右）と、事務局の「武蔵野
文化生涯学習事業団」河内
幸子さん（左）

武蔵野プールで開催された「ちょこっ
とカヌー」。東京女子体育大学カヌー
部の皆さんとともに体験をサポート

「サンタさんと親子運動会」では受付
や競技のサポートなどを行っています

ィ
ア
を
長
く
続
け
て
い
く
う
え
で
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
い
え
ま
す
が
、
活
動
そ
の
も
の
も
大
き

な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
ア
ス
リ
ー
ト
の
放
つ
オ
ー
ラ
や
観
客
の
盛
り

上
が
り
、
そ
し
て
何
よ
り
競
技
そ
の
も
の
の
白

熱
ぶ
り
・
楽
し
さ
を
間
近
で
感
じ
ら
れ
る
の
は

ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
し
、
自
分
に
と
っ
て
も
良
い

刺
激
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
障
害
者
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ポ

ー
ツ
も
同
じ
で
、
彼
ら
の
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
体

と
身
体
能
力
、
不
自
由
な
感
覚
を
ほ
か
の
感
覚

で
補
い
な
が
ら
競
技
に
打
ち
込
む
姿
に
は
毎
回

心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
と
い
う
の
は
支
え
る
立
場
で
は
あ
り
ま
す

が
、
実
は
私
た
ち
自
身
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
や
得
る
も
の
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
気
付
き
や
発
見
が
あ

っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
う
れ
し
そ

う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

近
年
、
ス
ポ
ー
ツ
の
盛
り
上
が
り
は
地
域
活

性
化
の
一
翼
を
担
っ
て
お
り
、「
す
る
」「
見
る
」

だ
け
で
な
く
「
支
え
る
」
こ
と
で
ス
ポ
ー
ツ
に

親
し
む
ス
タ
イ
ル
も
定
着
し
て
い
ま
す
。
市
内

で
も
さ
ま
ざ
ま
な
競
技
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お

り
、
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
躍
が
ま
す

ま
す
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
「
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
」
の
開
催
を
機
に
注
目
を

集
め
、
そ
の
活
動
が
全
国
各
地
に
広
ま
り
つ
つ

あ
る
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
市
で
も
、
健

常
者
・
障
害
者
を
問
わ
ず
誰
も
が
ス
ポ
ー
ツ
に

親
し
め
る
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
、
２
０
１
８

年
に
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｓ
」

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
現
在
、
高
校
生
か
ら
80

歳
代
ま
で
約
40
名
が
同
組
織
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

登
録
を
し
、
市
内
で
開
催
さ
れ
る
競
技
大
会
を

は
じ
め
、
ス
ポ
ー
ツ
関
連
イ
ベ
ン
ト
、
ス
ポ
ー

ツ
教
室
で
会
場
設
営
や
受
付
、
誘
導
な
ど
の
運

営
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

学
校
図
書
館
で
司
書
を
務
め
る
轟
と
ど
ろ
き菜な

穂ほ

子こ

さ

ん
は
、
２
０
２
０
年
か
ら
「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｓ
」
の

メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
活
動
に
参
加
し
て
い

ま
す
。「
学
生
、
会
社
員
、
主
婦
と
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
の
で
立
場

に
よ
っ
て
活
動
頻
度
も
異
な
り
ま
す

が
、
無
理
を
せ
ず
、
そ
の
人
の
都
合

に
合
わ
せ
て
気
軽
に
関
わ
れ
る
雰
囲

気
と
体
制
が
い
い
で
す
ね
」
と
「
Ｈ

Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｓ
」
の
居
心
地
の
良
さ
を
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
自
分
の
ペ
ー
ス

で
参
加
で
き
る
こ
と
は
、
ボ
ラ
ン
テ

　市内3駅（吉祥寺駅、三鷹駅、武蔵境駅）
周辺にある一時利用公共駐輪場の満車・空車
情報を、パソコンやスマートフォンを使って
確認することができます。WEBから利用状
況が把握できるので通勤や通学、お出掛けの
際の目安としてご利用ください。
　自転車などの運転中に操作や閲覧をする
「ながら運転」行為は大変危険です。確認は、
必ず安全な場所に止まってから行いましょう。

公共駐輪場の利用状況を
リアルタイムで確認

自転車を安全・安心、
便利に活用するために

市では、安全かつ快適な自転車利用環境を実現するため、さまざまな取り組みを行っています。
利用ルールに関する動画配信や講習会も実施されているので、積極的に活用しましょう。

　市では「自転車安全利用先進都市」を目指
し、武蔵野警察署との共催による交通ルール
やマナーの確認、講話などの講習会を実施し
ています。参加対象は、市内で自転車を利用
している中学生以上の方。
　講習会終了後は、自転車用ヘルメットの購
入やTSマーク付帯保険の助成券（共に市内

在住の方のみ）、
公共駐輪場定期
利用の優先措置
などの特典があ
ります。

みんなで受けよう！ 
自転車安全利用講習会

　市公式動画チャンネル（YouTube）では、自転
車の通行方法や交差点での安全確認、危険運転防
止の啓発などの内容を7つのテーマに分けて配信
中。
　1本当たり数分間とコンパクトにまとめられて
いて、隙間時間に無理なく視聴することができま
す。子ども向けの動画「わかるかな？自転車クイ
ズ」では、自転車の交通ルールやマナーをクイズ
形式で解説しています。ぜひ家族でご覧ください。

ルールとマナーを
動画で分かりやすく解説

武蔵境駅三鷹駅吉祥寺駅




